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被害を受けられた皆様に，心からお見舞い申し上げます。 

税金は納期限までに納めなければなりませんが，被災された場合，納期限の延長，納税の猶予や減免な

どが認められる場合があります。お困りの際は，ご相談・ご申請をお願いします。 

 

 

災害により，期限までに申告や納税ができないときは，申請によりその災害が 

やんだ日から 2 カ月以内に限り，申告期限または納期限が延長されます。 

 

 

次の場合には，1 年以内（事情により最高 2 年）に限り納税が猶予される場合があります。 

（ただし猶予税額が 100 万円を超える場合，猶予期間が三月を超える場合は，原則，担保の提供が 

必要です。） 

・ 本人の財産が災害により被害を受けたとき，または盗難にあったとき 

・ 本人もしくは本人の家族が病気にかかったとき，または負傷したとき 

・ 本人が事業につき著しい損失を受けたとき，または事業を廃業・休止したとき 

 

 

被災された方が，その復旧等に必要な資金の借入れその他の手続のために使用する証明書を申請さ

れる場合は，納税証明手数料が免除されます。 

この度の災害で被災したことにより，「免税軽油使用者証」を無くされた方が「免税軽油使用者証」の再

発行を申請する場合は，交付手数料が免除されます。 

 

 

税金の一部または全部が減免される場合があります。 

  【対象税目】 自動車取得税，自動車税，個人事業税，不動産取得税 

   減免の要件，減免額等の詳細は，県ホームページをご覧いただくか，県税事務所にお問い合わせください。

 
お問い合わせ先 北部県税事務所 電話（代表）：（0824）63-5181 

災害による減免などの詳しい内容は，広島県ホームページ（県税のページ）にも掲載

しています。 

県税のページアドレス：http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/ 

納期限の延長・納税の猶予・減免など 

● 納期限の延長 

● 納 税 の 猶 予 

● 証明手数料等の免除 

● 災害による減免 
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平成 29 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。 

平成 31 年度の市民税・県民税から適用になります。 

 

 
① 配偶者控除額が改正されたほか、納税（義務）者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、配偶者

控除の適用を受けることができないこととされました。（改正前 ： 納税（義務）者の合計所得金額の制限無） 

② 配偶者特別控除が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万円超 123 万円以下とされま

した。（改正前 ： 38 万円超 76 万円未満） 

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額》 

    
 

《用語の定義》 

       
 

（注）１．上図の対象となる配偶者は、納税義務者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を 
受ける人及び白色事業専従者（以下「青色事業専従者等」といいます。）を除きます。）に限ります。 

   ２．（特別）障害者に該当する場合には、（特別）障害者控除の対象となります。 
   ３．控除対象配偶者のうち年齢 70 歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。 

 
 
 
 
 

【参考】

  900万円超  　950万円超  配偶者の収入が給与所

  900万円以下   950万円以下  1,000万円以下  1,000万円超  得だけの場合の配偶者

 （1,120万円以下） 　 1,120万円超 　 1,170万円超 　（1,220万円超）  の給与等の収入金額

　1,170万円以下 　 1,220万円以下

３３万円 ２２万円 １１万円

３８万円 ２６万円 １３万円

90万円以下

95万円以下 ３１万円 ２１万円
 1,550,000円超
 1,600,000円以下

100万円以下 ２６万円 １８万円 　９万円
 1,600,000円超
 1,667,999円以下

105万円以下 ２１万円 １４万円 　７万円
 1,667,999円超
 1,751,999円以下

110万円以下 １６万円 １１万円 　６万円
 1,751,999円超
 1,831,999円以下

115万円以下 １１万円 　８万円 　４万円
 1,831,999円超
 1,903,999円以下

120万円以下 　６万円 　４万円 　２万円
 1,903,999円超
 1,971,999円以下

123万円以下 　３万円 　２万円 　１万円
 1,971,999円超
 2,015,999円以下

 2,015,999円超配偶者控除・配偶者特別控除適用なし

控
除
適
用
な
し

95万円超

90万円超

配偶者の合計所得金額

老人控除対象配偶者

配偶者の合計所得金額
38万円以下

38万円超

123万円超

120万円超

115万円超

110万円超

105万円超

100万円超

 1,030,000円以下

 1,030,000円超
 1,550,000円以下

納税（義務）者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額）

３３万円 ２２万円
１１万円

配

偶

者

控

除

配

偶

者

特

別

控

除

　・合計所得金額

　　⇒制限無

額金得所計合の者偶配・　額金得所計合・　

下以円万83⇒　　無限制⇒　　

額金得所計合・　額金得所計合の者偶配・　

下以円万000,1⇒　　下以円万83⇒　　

　・配偶者の合計所得金額

　　⇒38万円以下

額金得所計合・　額金得所計合・　

　　⇒1,000万円以下 　　⇒1,000万円以下

額金得所計合の者偶配・　額金得所計合の者偶配・　

下以円万321超円万83⇒　　満未円万67超円万83⇒　　

後　正　改前　正　改

同一生計配偶者

 配偶者特別控除の

 対象者

控除対象配偶者

控除対象配偶者

 配偶者特別控除の

 対象者

◎ 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正 

配偶者控除及び配偶者特別控除が見直しになりました

平成31年度 市民税・県民税から

900 950 1,000 （万円）

（万円）配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額 合計所得金額

38

（老人）控除対象配偶者

同一生計配偶者





全 国 法 人 会 総 連 合

公益社団法人　庄原法人会

〒727-0011

庄原市東本町一丁目２番22号

庄原商工会議所会館内

TEL（0824）72-1889

（FAX兼用）

E-mail：sh-hojin@siren.ocn.ne.jp

http://www10.ocn.ne.jp/~shk/

社長さんの身になって節税のあと押しをします

わずかな会費で企業の繁栄と社会への貢献を！

これが法人会のモットーです。法人会に加入したいという

事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。

法人会に入会しませんか

青年部会・女性部会会員も募集中です

法人会の理念

法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し

地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体である



広島支社/
広島県広島市中区銀山町4-17（広島大同生命ビル4F）
TEL 082-241-8191

広島営業支店/
広島県広島市中区基町１２－６（富士火災広島ビル）
TEL 082-222-4010


